
定例公安委員会開催概要

令和３年４月21日、次のとおり定例会議を開催しました。

１ 審議・報告事項

⑴ ５月中行事予定

５月中行事予定について報告を受けた。

⑵ 春の全国交通安全運動の実施結果

春の全国交通安全運動の実施結果について報告を受けた。

吉本委員から、「自転車の利用者が多い場所を中心に、自転車に対する指導取締りを継続し

てもらいたい。」旨の発言があった。

小林委員長から、「指導取締りと啓発を両輪として、今後も継続して総合的な交通安全対策

を推進してもらいたい。」旨の発言があった。

⑶ 新型コロナウイルス感染症への対応状況

新型コロナウイルス感染症への対応状況について報告を受けた。

２ 決裁・報告事項

⑴ 運転免許の取消処分

運転免許の取消処分を行った。

⑵ 警察署協議会委員改選に伴う候補者の選考

令和３年に改選となる64警察署協議会委員の候補者の選考結果について説明を受け、その内

容について了承した。

⑶ 行政不服申立事件の受理及び裁決

運転免許の行政処分に対する審査請求の受理について報告を受けたほか、運転免許の行政

処分に対する審査請求について裁決した。

⑷ 風俗営業者に対する営業停止処分

札幌方面管内の社交飲食店が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

23年法律第122号）第26条に該当するとの説明を受け、同社交飲食店の風俗営業及び当該施設

を用いて営む飲食店営業を停止処分とすることとした。

⑸ ストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令等の実施結果

令和３年３月中におけるストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法律第81号）

に基づく警告及び禁止命令等の実施結果について報告を受けた。

⑹ 苦情及び要望・意見の受理

公安委員会宛苦情及び要望・意見の受理について報告を受けた。


